
�愛媛県告示第１９９７号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条の規定により

、医療機関を次のように指定した。

平成１４年１２月２０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１９９８号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条の規定により指定した医療機関が、名称を次のように変更した。

平成１４年１２月２０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１９９９号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条の規定により指定した医療機関（指定訪問看護事業者等）から、指定訪問看護

事業等を次のように休止した旨の届出があった。

平成１４年１２月２０日

愛媛県知事 加 戸 守 行
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告 示

医療機関の名称
開設者の氏名
又 は 名 称

所 在 地
指 定
年 月 日

さとう耳鼻咽喉
科クリニック 佐 藤 英 光 温泉郡重信町志津川甲

１５６０－１
平成
１４．１２．１

株式会社
東 予 薬 局

株式会社
東 予 薬 局

新居浜市高田一丁目１
－６２

平成
１４．１１．１

たんぽぽ薬局宇
和島店

西日本たんぽぽ
薬局株式会社

宇和島市丸之内二丁目
１－５

平成
１４．１２．１

真成堂ニューセ
ンチュリー薬局

有限会社
真 成 堂 西条市玉津５８３番地５ 平成

１４．１１．１

医 療 機 関 の 名 称 開 設 者 の 氏 名

又 は 名 称
所 在 地 変 更 年 月 日

旧 新

篠原医院 篠原内科外科耳鼻科 医療法人 篠原医院 西条市大町５２０－８ 平成１４．１１．１

毎週（火・金）曜日発行 第１４１８号 平成１４年１２月２０日
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�愛媛県告示第２０００号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条の規定により

指定した医療機関を次のように廃止した旨の届出があった。

平成１４年１２月２０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第２００１号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５５条において準用

する同法第４９条の規定により、施術機関を次のように指定し

た。

平成１４年１２月２０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第２００２号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により、介護機関（居宅介護事業者）を次のように指定した

。

平成１４年１２月２０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第２００３号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により指定した介護機関（居宅介護事業者）から、居宅介護

事業を次のように休止した旨の届出があった。

平成１４年１２月２０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

医 療 機 関 （ 指 定 訪
問 看 護 事 業 者 等 ）
の 名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

休止に係る指定訪問看護事業等を行う事業所
休 止 年 月 日

名 称 所 在 地

医療法人 青峰会 八幡浜市大字五反田１番耕
地１０４６番地１

チヨダ訪問看護ステーショ
ン 八幡浜市川通１４５５番地２２ 平成１４．１１．１

医療機関の名称
開設者の氏名
又 は 名 称

所 在 地
廃 止
年 月 日

東 予 薬 局 井 上 博 克 新居浜市高田一丁目１
－６２

平成
１４．１１．１

真成堂ニューセ
ンチュリー薬局 坂 上 讓 二 西条市玉津５８３番地５ 平成

１４．１１．１

施術機関の名称
開設者の氏名
又 は 名 称

所 在 地
指 定
年 月 日

高 橋 整 骨 院 � 橋 莊 三 川之江市川之江町宝洞
山３１１５－１

平成
１４．１１．２６

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 事 業 者 ） の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

居 宅 介 護 事 業 を 行 う 事 業 所
指 定 年 月 日

名 称 所 在 地

有限会社 すまいる 伊予郡砥部町北川毛１４４２番
地１６ グループホームすまいる 伊予郡砥部町北川毛１４４２番

地１６ 平成１４．１２．１

医療法人社団
林整形外科クリニック

宇和島市新町二丁目１番１
号 ひまわり 宇和島市新町二丁目１番１

号 平成１４．１０．１

西日本たんぽぽ薬局株式会
社

香川県高松市鶴市町２０３６番
地１０ たんぽぽ薬局宇和島店 宇和島市丸之内二丁目１－

５ 平成１４．１２．１

有限会社 第一タクシー 今治市高橋甲８８番地８ 第一えんぎケアサービス 今治市高橋甲８８番地８ 平成１４．１２．１

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 事 業 者 ） の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

休 止 に 係 る 居 宅 介 護 事 業 を 行 う 事 業 所
休 止 年 月 日

名 称 所 在 地

医療法人 青峰会 八幡浜市大字五反田１番耕
地１０４６番地１

チヨダ訪問看護ステーショ
ン 八幡浜市川通１４５５番地２２ 平成１４．１１．１

医療法人 青峰会 八幡浜市大字五反田１番耕
地１０４６番地１

チヨダホームヘルプサービ
ス 八幡浜市新川１４５５番地２２ 平成１４．１２．１

��������������

��������������

愛 媛 県 報平成１４年１２月２０日 第１４１８号

１３７２



�������
�愛媛県告示第２００６号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第４８条第１項の規定

により、八幡浜市南部土地改良区から認可申請のあった新た

な土地改良事業（県単独補助土地改良事業（かんがい排水）

・八幡浜南部地区）の施行を平成１４年１２月１１日認可した。

平成１４年１２月２０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第２００７号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第４８条第１項の規定

により、大洲市土地改良区から認可申請のあった新たな土地

改良事業（県単独補助土地改良事業（かんがい排水）・東大

洲地区）の施行を平成１４年１２月１１日認可した。

平成１４年１２月２０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第２００８号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第９６条の２第１項の

規定により、北条市から協議のあった市営土地改良事業（県

単独補助土地改良事業（かんがい排水）・庄地区）の施行に

平成１４年１２月１１日同意した。

平成１４年１２月２０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第２００９号
小田町から協議のあった町営土地改良事業（県単独補助土

地改良事業（農道）・七津地区）の施行は、適当と認められ

るので、土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第９６条の２第

�愛媛県告示第２００４号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）第６条第２項の規定による届出があったので、同条第

３項において準用する法第５条第３項の規定に基づき、次のとおり告示する。

当該届出及び法第６条第３項において準用する法第５条第２項の添付書類は、愛媛県経済労働部商工流通課及び松山地方局

産業経済部商工労政課並びに松山市役所において告示の日から４月間縦覧に供する。

平成１４年１２月２０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 変更の届出の概要

２ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有

する者は、告示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛媛県経済労働部商工流通課及び松山地方局産業経済部商工

労政課並びに松山市役所において告示の日から１月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

愛媛県経済労働部商工流通課

�愛媛県告示第２００５号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）第８条第１項の規定により市町村から聴取した意見及

び同条第２項の規定により述べられた意見の概要は、次のとおりである。

当該意見は、愛媛県経済労働部商工流通課及び松山地方局産業経済部商工労政課並びに重信町役場において告示の日から１

月間縦覧に供する。

平成１４年１２月２０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

大規模小売店舗の名称 大規模小売店舗の所
在地 変更しようとする事項 変 更 前 変 更 後 変更する

年 月 日
届 出
年 月 日

伊予鉄ターミナルビル 松山市湊町五丁目１
番地１ 駐車場の収容台数 １，９６０台 １，９４７台 平成１５年

２月２８日
平成１４年
１２月３日

駐車場の自動車の出入口の
数 １８箇所 １９箇所

大規模小売店舗の名称 大規模小売店舗の所在地 法第８条第１項の規定により市町村から
聴取した意見の概要

法第８条第２項の規定により述べられた
意見の概要

フジグラン重信・ディッ
クＥＸ重信

温泉郡重信町野田三丁目
１番地１３

生活環境保持の見地からの意見はなし。 自動車の出入口の変更を行った駐車場にお
ける騒音防止に努めること。

��������������

愛 媛 県 報平成１４年１２月２０日 第１４１８号

１３７３



５項において準用する同法第８条第６項の規定により、次の

とおり関係書類を縦覧に供する。

平成１４年１２月２０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 縦覧に供すべき書類の名称

� 町営土地改良事業（県単独補助土地改良事業（農道）

・七津地区）計画書の写し

� 農林業生産基盤整備事業費分担金の徴収に関する条例

の写し

２ 縦覧期間

平成１４年１２月２４日から平成１５年１月２８日まで

３ 縦覧場所

小田町役場

�������
�愛媛県告示第２０１０号
小田町から協議のあった町営土地改良事業（県単独補助土

地改良事業（農道）・中田渡地区）の施行は、適当と認めら

れるので、土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第９６条の２

第５項において準用する同法第８条第６項の規定により、次

のとおり関係書類を縦覧に供する。

平成１４年１２月２０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 縦覧に供すべき書類の名称

� 町営土地改良事業（県単独補助土地改良事業（農道）

・中田渡地区）計画書の写し

� 農林業生産基盤整備事業費分担金の徴収に関する条例

の写し

２ 縦覧期間

平成１４年１２月２４日から平成１５年１月２８日まで

３ 縦覧場所

小田町役場

�������
�愛媛県告示第２０１１号
肥料取締法（昭和２５年法律第１２７号）第７条の規定に基づ

き、次のとおり肥料の登録をした。

平成１４年１２月２０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第２０１２号
肥料取締法（昭和２５年法律第１２７号）第１２条第２項の規定

により、次のとおり肥料登録の有効期間を更新した。

平成１４年１２月２０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示２０１３号
漁業災害補償法（昭和３９年法律第１５８号。以下「法」とい

う。）第１０５条第１項第２号ロの規定による区域及び区分を

次のように定め、平成１５年１月２日から施行し、漁業災害補

償法に基づく加入区の設定（昭和５０年２月愛媛県告示第１１４

号、昭和５０年２月愛媛県告示第１１７号、昭和５０年３月愛媛県

告示第２１７号及び昭和５８年４月愛媛県告示第６３０号）、漁業

災害補償法による加入区の設定（昭和５２年３月愛媛県告示第

３００号）、加入区の設定（昭和５５年１２月愛媛県告示第１４２７号

、昭和５９年１１月愛媛県告示第１３７７号、昭和５９年１１月愛媛県告

示第１３７８号及び昭和６３年２月愛媛県告示第２５７号）、加入区

の設定（漁獲共済）（平成４年１１月愛媛県告示第１４３３号、平

成４年１１月愛媛県告示第１４３４号、平成９年１月愛媛県告示第

２１号、平成９年１月愛媛県告示第２２号及び平成１１年３月愛媛

県告示第２８３号）及び加入区の設定（漁獲共済）及び加入区

の設定の廃止（平成４年１１月愛媛県告示第１４４８号）は、同月

１日限り廃止する。ただし、この告示は、その共済責任期間

の開始日がこの告示の施行の日以後の日である漁獲共済に係

る共済契約について適用し、その共済責任期間の開始日がこ

の告示の施行の日前の日である漁獲共済に係る共済契約につ

いては、なお従前の例による。

平成１４年１２月２０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

登録年
月日

登録
番号

肥料の
種類

肥料の
名称

保証成
分量
（％）

その他
の規格

生産業者の氏
名又は名称及
び住所

平成１４
年１２月
１２日

愛媛県
第１２６０
号

副産石
灰肥料

シーエ
ーツー

アルカ
リ分
５５．０

公定規
格のと
おり

有限会社カル
シオン
愛媛県松山市
三津二丁目１０
番１９号

登録有
効期限

登録
番号

肥料の
種類

肥料の
名称

保証成
分量
（％）

その他
の規格

生産業者の氏
名又は名称及
び住所

平成２０
年１２月
９日

愛媛県
第１１７７
号

米ぬか
油かす
及びそ
の粉末

米ぬか
油かす
粉末

窒素全
量
２．０

りん酸
全量
４．０

加里全
量
１．０

公定規
格のと
おり

カネミ倉庫株
式会社
福岡県北九州
市小倉北区東
港一丁目６番
１号

区 域 区 分

１ 川之江区域（川之江
漁業協同組合の地区）

� 主として底びき網を使
用して営む漁業

� 瀬戸内海において、２
隻以上の漁船により船び
き網を使用して営む漁業
であって、当該漁船の合
計総トン数が１０トン以上
２０トン未満であるもの
� 主として刺し網を使用
して営む漁業

� �から�までに掲げる
漁業以外の漁業

２ 三島区域（三島漁業
協同組合の地区）

� 瀬戸内海において、２
隻以上の漁船により船び
き網を使用して営む漁業
であって、当該漁船の合
計総トン数が１０トン以上
２０トン未満であるもの
� 小型定置漁業
� �及び�に掲げる漁業
以外の漁業

３ 寒川区域（寒川漁業 � 主として底びき網を使
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協同組合の地区） 用して営む漁業
� 主として流し網を使用
して営む漁業

� 小型定置漁業
� �から�までに掲げる
漁業以外の漁業

４ 土居町区域（土居町
漁業協同組合の地区）

小型定置漁業

５ 新居浜市大島区域（
新居浜市大島漁業協同
組合の地区）

� 主として底びき網を使
用して営む漁業

� 主として船びき網を使
用して営む漁業

� �及び�に掲げる漁業
以外の漁業

６ 多喜浜区域（多喜浜
漁業協同組合の地区）

� 主として底びき網を使
用して営む漁業

� 主として船びき網を使
用して営む漁業

� 小型定置漁業
� �から�までに掲げる
漁業以外の漁業

７ 新居浜市垣生区域（
新居浜市垣生漁業協同
組合の地区）

� 主として底びき網を使
用して営む漁業

� 主として流し網を使用
して営む漁業

� �及び�に掲げる漁業
以外の漁業

８ 新居浜区域（新居浜
漁業協同組合の地区）

法第１０４条第２号に掲げる
漁業

９ 西条市玉津区域（西
条市ひうち漁業協同組
合の地区のうち、旧西
条市玉津漁業協同組合
の地区）

� 主として船びき網を使
用して営む漁業

� �に掲げる漁業以外の
漁業

１０ 西条区域（西条漁業
協同組合の地区）

� 主として底びき網を使
用して営む漁業

� 主として船びき網を使
用して営む漁業

� 小型定置漁業
� �から�までに掲げる
漁業以外の漁業

１１ 河原津区域（河原津
漁業協同組合の地区）

� 主として底びき網を使
用して営む漁業

� �に掲げる漁業以外の
漁業

１２ 大浜区域（大浜漁業
協同組合の地区）

� 主として一本釣りを営
む漁業

� 主としてはえ縄を使用
して営む漁業

� �及び�に掲げる漁業
以外の漁業

１３ 津倉区域（津倉漁業
協同組合の地区）

法第１０４条第２号に掲げる
漁業

１４ 魚島村区域（魚島村
漁業協同組合の地区）

� 小型定置漁業
� �に掲げる漁業以外の
漁業

１５ 弓削町区域（弓削町
漁業協同組合の地区）

小型定置漁業

１６ 関前村区域（関前村 法第１０４条第２号に掲げる

漁業協同組合の地区） 漁業

１７ 北条市区域（北条市
漁業協同組合の地区）

� 主として底びき網を使
用して営む漁業

� 主として船びき網を使
用して営む漁業

� �及び�に掲げる漁業
以外の漁業

１８ 津和地区域（中島三
和漁業協同組合の地区
のうち、旧津和地漁業
協同組合の地区）

� 主としてごち網又はた
こつぼを使用して営む漁
業

� 主として一本釣りを営
む漁業

� �及び�に掲げる漁業
以外の漁業

１９ 元怒和区域（中島三
和漁業協同組合の地区
のうち、温泉郡中島町
大字元怒和の区域）

法第１０４条第２号に掲げる
漁業

２０ 上怒和区域（中島三
和漁業協同組合の地区
のうち、温泉郡中島町
大字上怒和の区域）

法第１０４条第２号に掲げる
漁業

２１ 二神区域（中島三和
漁業協同組合の地区の
うち、旧二神漁業協同
組合の地区）

法第１０４条第２号に掲げる
漁業

２２ 松山市今出区域（松
山市今出漁業協同組合
の地区）

� 主として船びき網を使
用して営む漁業

� �に掲げる漁業以外の
漁業

２３ 上灘区域（上灘漁業
協同組合の地区）

� 主として底びき網を使
用して営む漁業

� 船びき網又はまき網を
使用して営む漁業

� 主として流し網を使用
して営む漁業

� �から�までに掲げる
漁業以外の漁業

２４ 下灘区域（下灘漁業
協同組合の地区）

� 主として底びき網を使
用して営む漁業

� 主としてごち網を使用
して営む漁業

� �及び�に掲げる漁業
以外の漁業

２５ 伊予区域（伊予漁業
協同組合の地区）

法第１０４条第２号に掲げる
漁業

２６ 長浜町区域（長浜町
漁業協同組合の地区）

� 主として底びき網を使
用して営む漁業

� �に掲げる漁業以外の
漁業

２７ 磯津区域（磯津漁業
協同組合の地区）

� 主として底びき網を使
用して営む漁業

� 小型定置漁業
� �及び�に掲げる漁業
以外の漁業

２８ 川之石区域（川之石
漁業協同組合の地区）

� 主として底びき網を使
用して営む漁業

� 主として船びき網を使
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用して営む漁業
� �及び�に掲げる漁業
以外の漁業

２９ 伊方町区域（伊方町
漁業協同組合の地区）

� 主として底びき網を使
用して営む漁業

� 主として船びき網を使
用して営む漁業

� 主として流し網を使用
して営む漁業

� �から�までに掲げる
漁業以外の漁業

３０ 町見区域（町見漁業
協同組合の地区）

� 主として底びき網を使
用して営む漁業

� 主として船びき網を使
用して営む漁業

� 小型定置漁業
� 大型定置漁業
� �から�までに掲げる
漁業以外の漁業

３１ 瀬戸町区域（瀬戸町
漁業協同組合の地区）

� 主として船びき網を使
用して営む漁業

� 小型定置漁業
� �及び�に掲げる漁業
以外の漁業

３２ 三崎区域（三崎漁業
協同組合の地区）

� 総トン数１０トン以上１
００トン未満の漁船により
、はえ縄を使用して営む
漁業

� �に掲げる漁業以外の
漁業であって、西宇和郡
三崎町正野、串及び名取
の区域の者が営む漁業

� �に掲げる漁業以外の
漁業であって、西宇和郡
三崎町与侈の区域の者が
営む漁業

� �に掲げる漁業以外の
漁業であって、西宇和郡
三崎町井野浦、三崎、高
浦、佐田及び大佐田の区
域の者が営む漁業

� �に掲げる漁業以外の
漁業であって、西宇和郡
三崎町明神、二名津、松
、釜木及び平磯の区域の
者が営む漁業

３３ 三瓶湾区域（三瓶湾
漁業協同組合の地区）

総トン数４０トン以上１００ト
ン未満の漁船により、まき
網を使用して営む漁業

３４ 八幡浜区域（八幡浜
漁業協同組合の地区）

� 主として底びき網を使
用して営む漁業

� �に掲げる漁業以外の
漁業

３５ 遊子区域（遊子漁業
協同組合の地区）

小型定置漁業

３６ 戸島区域（戸島漁業
協同組合の地区）

法第１０４条第２号に掲げる
漁業

３７ 日振島区域（日振島 総トン数１０トン以上１００ト

漁業協同組合の地区） ン未満の漁船により、まき
網を使用して営む漁業

３８ 宇和島区域（宇和島
漁業協同組合の地区）

� 総トン数５トン未満の
漁船により、主としてま
き網を使用して営む漁業

� 総トン数５トン以上１０
トン未満の漁船により、
主としてまき網を使用し
て営む漁業

� 総トン数１０トン以上２０
トン未満の漁船により、
まき網を使用して営む漁
業

� �から�までに掲げる
漁業以外の漁業

３９ 御荘町区域（御荘町
漁業協同組合の地区）

� 主として底びき網を使
用して営む漁業

� 総トン数１０トン以上２０
トン未満の漁船により、
まき網を使用して営む漁
業

� �及び�に掲げる漁業
以外の漁業

４０ 南内海区域（南内海
漁業協同組合の地区）

� 主として底びき網を使
用して営む漁業

� 総トン数１０トン未満の
漁船により、主としてま
き網を使用して営む漁業

� 総トン数１０トン以上２０
トン未満の漁船により、
まき網を使用して営む漁
業

� 総トン数２０トン以上１
００トン未満の漁船により
、まき網を使用して営む
漁業

� �から�までに掲げる
漁業以外の漁業

４１ 東海区域（東海漁業
協同組合の地区）

総トン数１０トン以上２０トン
未満の漁船により、まき網
を使用して営む漁業

４２ 深浦区域（深浦漁業
協同組合の地区）

� 主として船びき網を使
用して営む漁業

� 主としてまき網を使用
して営む漁業

� 総トン数１０トン以上２０
トン未満の漁船により、
釣りによってかつおをと
ることを目的とする漁業

� �から�までに掲げる
漁業以外の漁業

４３ 久良区域（久良漁業
協同組合の地区）

� 主として底びき網を使
用して営む漁業

� 主として船びき網を使
用して営む漁業

� 主としてまき網を使用
して営む漁業

� 主としてはえ縄を使用
して営む漁業
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�愛媛県告示第２０１４号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、今治地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１４年１２月２０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第２０１５号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、今治地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１４年１２月２０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第２０１６号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、松山地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１４年１２月２０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第２０１７号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、松山地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１４年１２月２０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

� �から�までに掲げる
漁業以外の漁業

４４ 西海町区域（西海町
漁業協同組合の地区）

� 主として底びき網を使
用して営む漁業

� 総トン数１０トン以上２０
トン未満の漁船により、
釣りによってかつおをと

ることを目的とする漁業
� 大型定置漁業
� �から�までに掲げる
漁業以外の漁業

４５ 福浦区域（福浦漁業
協同組合の地区）

小型定置漁業

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 玉川菊間線
越智郡菊間町高田１４番から

同町高田１番２まで

旧 ３．８～４．５ ０．０６２

新 １１．２～１３．４ ０．０６２

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 玉川菊間線
越智郡菊間町高田１４番から

同町高田１番２まで
平成１４年１２月２０日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 松山東部環状線
松山市下伊台町１５０７番５から

同町１０３７番１まで

旧 ９．３～１３．０ ０．０７２

新 １１．１～１７．５ ０．０７２

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 松山東部環状線
松山市下伊台町１５０７番５から

同町１０３７番１まで
平成１４年１２月２０日
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�愛媛県告示第２０１８号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、松山地方局久万土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１４年１２月２０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第２０１９号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、松山地方局久万土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１４年１２月２０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第２０２０号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、松山地方局伊予土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１４年１２月２０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第２０２１号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、八幡浜地方局宇和土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１４年１２月２０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第２０２２号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

平成１４年１２月２０日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 直瀬渋草線
上浮穴郡面河村渋草７５４番２から

同村渋草７３６番地先まで

旧 ４．２～１５．６ ０．２０３

新 ５．２～２９．８ ０．２０３

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 直瀬渋草線
上浮穴郡面河村渋草７５６番２から

同村渋草７３６番地先まで
平成１４年１２月２０日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 野中長沢線 伊予郡中山町大字出渕２番耕地３０３４番１地先
旧 ６．２～１１．８ ０．０２６

新 １０．８～１２．５ ０．０２６

〃 〃
伊予郡中山町大字出渕２番耕地３０３４番１地先から

同大字２番耕地３０３２番１地先まで

旧 １０．５～１７．０ ０．０２５

新 １０．５～１６．８ ０．０２５

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 宇和野村線
東宇和郡宇和町大字卯之町五丁目４１６番から

同町大字稲生２８番１まで
平成１４年１２月２０日
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�愛媛県教育委員会規則第１９号
愛媛県県立学校管理規則の一部を改正する規則を次のよう

に定める。

平成１４年１２月２０日

愛媛県教育委員会

委員長 井 関 和 彦

愛媛県県立学校管理規則の一部を改正する規則

愛媛県県立学校管理規則（昭和３１年愛媛県教育委員会規則

第２１号）の一部を次のように改正する。

第２６条第２項中「休暇（生理日における勤務が著しく困難

な教育職員に対する措置）又は」を削り、同条第３項中「産

前又は産後の休暇」を「休暇（生理日の勤務が著しく困難な

教育職員に対する措置及び産前産後の休暇）」に、「医師又

は助産師の証明書を添えて」を「その時期、日数及び理由を

具して」に改め、同項に後段として次のように加える。

この場合において、産前産後の休暇を請求するときは、

医師又は助産師の証明書を添えなければならない。

第２６条第４項中「具し、医師の診断書その他勤務すること

ができない理由を証明する書類を添えて」を「具して」に改

め、同項に後段として次のように加える。

この場合において、有給休暇で７日以上引き続くもの及

び無給休暇を受けようとするときは、医師の診断書その他

勤務することができない事由を証明する書類を添えなけれ

ばならない。

第２６条第５項中「第３項」の下に「に規定する産前産後の

休暇」を加える。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

�愛媛県選挙管理委員会告示第４４号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２編第５章及び地方

教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２

号）第８条第１項の規定による直接請求の要件となるべき選

挙権を有する者の数は、次のとおりである。

平成１４年１２月２０日

愛媛県選挙管理委員会

委員長 藤 山 薫

１ 直接請求（県議会議員の解職請求を除く。）の要件とな

るべき選挙権を有する者の数

� 選挙権を有する者の総数 １，２１２，１１３

� 選挙権を有する者の総数の５０分の１の数 ２４，２４３

� ４０万を超える数に６分の１を乗じて得た数と４０万に３

分の１を乗じて得た数とを合算して得た数 ２６８，６８６

２ 県議会議員の解職請求の要件となるべき選挙権を有する

者の数

愛媛県知事 加 戸 守 行

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

西局丹土（開）第２２号

平成１４年１２月４日
東予市河原津甲４７９番１

東予市三津屋東２番６
北 村 彰 英

西局丹土（開）第２３号

平成１４年１２月４日
東予市旦之上甲３８０番１及び甲３８０番４

今治市八町西二丁目５番１５号
井 出 信 幸

西局建（開）第２１号

平成１４年１２月５日
西条市飯岡字柳ヶ内３２１番

西条市飯岡１２０５番地
神 野 久 美 子

教育委員会規則

選挙管理委員会告示

選 挙 区 別 選挙権を有する者
の総数

同左の３分の１の
数

松 山 市 ３７７，５１０ １２５，８３７

今 治 市 ９５，０４６ ３１，６８２

宇 和 島 市 ５０，１６５ １６，７２２

八 幡 浜 市 ２６，８６５ ８，９５５

新 居 浜 市 １０３，４５５ ３４，４８５

西 条 市 ４７，００９ １５，６７０

大 洲 市 ３０，７２５ １０，２４２

川 之 江 市 ３０，６１９ １０，２０７

伊 予 三 島 市 ３０，４５６ １０，１５２

伊 予 市 ２４，７０５ ８，２３５

北 条 市 ２３，７３２ ７，９１１

東 予 市 ２７，１１４ ９，０３８

宇 摩 郡 １６，０４９ ５，３５０

周 桑 郡 １９，３７８ ６，４６０

越 智 郡 ５９，６６４ １９，８８８

温 泉 郡 ３２，９３１ １０，９７７

上 浮 穴 郡 １３，５７３ ４，５２５

伊 予 郡 ５１，７４０ １７，２４７

喜 多 郡 ２５，５２７ ８，５０９

西 宇 和 郡 ２７，８３０ ９，２７７

東 宇 和 郡 ３１，５３７ １０，５１３

北 宇 和 郡 ４２，５４１ １４，１８１

南 宇 和 郡 ２３，９４２ ７，９８１
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�愛媛県選挙管理委員会告示第４５号
平成１５年１月２６日執行予定の愛媛県知事選挙における各候

補者が政見放送を行うことができる一般放送事業者及びその

回数は、次のとおりとする。

平成１４年１２月２０日

愛媛県選挙管理委員会

委員長 藤 山 薫

�������
�愛媛県選挙管理委員会告示第４６号
漁業法（昭和２４年法律第２６７号）第９９条第１項の規定によ

る解職の請求の要件となるべき選挙権を有する者の数は、次

のとおりである。

平成１４年１２月２０日

愛媛県選挙管理委員会

委員長 藤 山 薫

１ 選挙権を有する者の総数 ２２，９１３

２ 選挙権を有する者の総数の３分の１の数 ７，６３８

区 分 一般放送事業者 政見放送の回数

南海放送株式会社 １回

テレビジョン放送 株式会社あいテレビ １回

株式会社愛媛朝日テレビ １回

ラ ジ オ 放 送 南海放送株式会社 １回

平成１４年１２月２０日 印刷
平成１４年１２月２０日 発行
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